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策定に向けた検討事項及び構成（案）

1. 計画の前提1. 計画の前提

2. 市街化調整区域全体の現況2. 市街化調整区域全体の現況

 今後の取り組み

4. ⼟地利⽤⽅針4. ⼟地利⽤⽅針

5. 実現に向けて5. 実現に向けて

 基本的な考え⽅
 ⼟地利⽤⽅針図

 ⽬的、位置づけ
 計画期間
 区域区分の変遷

 関連計画等の整理
 市街化調整区域の⼟地利⽤状況
 市⺠アンケート調査
 企業ニーズ調査

3. 地区別整理3. 地区別整理

 現況等の整理
 課題
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1. 関連計画の整理
１）松⼾市総合計画
２）松⼾都市計画

都市計画区域の整備・開発及び保全の⽅針
３）松⼾市⽴地適正化計画
４）松⼾市みどりの基本計画
５）農業や産業に関する計画

2. 区域区分の考え⽅の整理
１）都市計画運⽤指針
２）千葉県都市計画⾒直しの基本⽅針

3. 近隣市の状況
１）都市計画図
２）⼟地利⽤⽅針図
３）⼟地利⽤現況（H28）
４）地形

4. 市街化調整区域の⼟地利⽤状況
１）市街化調整区域の⼟地利⽤構成
２）開発許可条件
３）開発動向

5. 取り巻く環境の変化・市の取り組み
１）みどり資源
２）みどりの現状・施策
３）農業の現状・施策
４）災害ハザードエリアでの開発の厳格化
５）洪⽔浸⽔想定区域の公表
６）内⽔ハザードマップの公表
７）⼟砂災害警戒区域等
８）都市計画道路の整備状況
９）北千葉道路の新規事業化
10）東京外かく環状道路の開通
11）産業の現状・施策

6. 市⺠アンケート調査

7. 企業ヒアリング
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⽬ 次
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１. 関連計画の整理
１）松⼾市総合計画
２）松⼾都市計画 都市計画区域の整備・開発及び保全の⽅針
３）松⼾市⽴地適正化計画
４）みどりの基本計画
５）農業や産業に関する計画

4

※市街化調整区域に関連する部分を抜粋
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施策展開の⽅向
・新駅の設置も含めた新市街地整備の

検討（千駄堀地区）
・21世紀の森と広場の魅⼒向上
・企業誘致の推進
・都市農地の多様な機能の発揮

5

都市づくりの考え⽅
• 駅周辺等は都市機能の維持・拡

充。居⼼地のよさを感じられる魅
⼒ある市街地環境づくり

• 新たな産業の誘致や雇⽤の創出な
ど、経済的な活⼒や賑わいづくり
に向けた環境形成

• ⽔・みどり・歴史資源の保全・活
⽤を官⺠連携で取り組むことによ
る、潤い豊かで快適な都市づくり

将来⼈⼝の展望
2022年から2030年までの8年間
で地域における活⼒の源泉であ
る、⼈⼝を50万⼈規模で維持

出典：松⼾市総合計画

１）松⼾市総合計画（R4年3⽉）
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２)松⼾都市計画 都市計画区域の整備・開発及び保全の⽅針
（H28年3⽉）

6

③市街化調整区域の⼟地利⽤の⽅針

・浸⽔想定区域に指定
されている地区

→ 市街化を抑制

・急傾斜地など⼟砂災害の
恐れがある地区

→ 開発⾏為の制限等を図り、
安全性を確保

・本区域南部の⽮切地区
低地部の農地、江⼾川・坂川等の
特徴的な景観や観光資源の保全活⽤、
市内外の⼈々が交流できる拠点の形成

・計画的な市街地整備の
⾒通しが明らかになった
地区

→ 農林漁業等との必要な調整を図りつつ
市街化区域に編⼊

・農地、樹林地等の⾃然的な⼟地利⽤の保全が基本
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出典：松⼾市⽴地適正化計画

駅周辺において計画的な市街
地整備が⾏われ、市街化区域
への編⼊がなされた場合

３）松⼾市⽴地適正化計画（H30年3⽉）
松⼾市では、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の基
礎が形成されている現状から、市街化区域の概ね全域を居住誘導
区域としている。

居住
誘導区域

居住誘導区域へ
適宜編⼊

都市機能
誘導区域

必要に応じて
都市機能誘導区域の
設定を検討
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計画のテーマ

みどりと暮らす。松⼾に暮らす。豊かに暮らす。〜みどりと暮らす豊かさを実感できるまちづくり〜

４）松⼾市みどりの基本計画（R4年4⽉）

凡例■みどりの配置⽅針図■各基本⽅針の関係
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①松⼾市都市農業振興計画（H31年3⽉）
基本⽅針２ 都市農地の保全
＜市街化調整区域内農地の対策＞

・遊休農地の解消を図る。
・遊休農地の予備群である耕作放棄地を減らすため、農地の利⽤集積

を推進する。
・まとまって存在する農地の転⽤について、本市関係計画と連携を図

り、慎重に検討する。

５）農業や産業に関する計画

施策（１）農地の利⽤促進
①農地の流動化・集積の促進（対象地区：市街化調整区域内農地）

意欲的な農業者に対して、農業委員及び農地利⽤最適化推進委員と
連携を図り、農地銀⾏を活⽤することで、農地の流動化に取り組み、
地域の中⼼的農業者への農⽤地利⽤集積を促進する。
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②松⼾市商⼯業等振興基本⽅針（H25年3⽉）
基本理念

【⼯業・中⼩企業振興⽅針】
Ⅰ.バランスある産業構造の形成

事業所経営の⽀援、新産業の振興⽀援
Ⅱ.企業誘致の推進

企業誘致⽀援策の充実等
Ⅲ.⼯業団地のあり⽅

⼯業団地への⽴地⽀援等

地域経済を⽀える産業活動の活性化〜市⺠の暮らしを⽀える商⼯業等の振興〜

③松⼾市企業⽴地促進基本⽅針（H26年3⽉）
基本的な⽅向性

◆雇⽤の拡⼤及び税収の確保
◆市内への新規⽴地の促進、既存企業の更なる成⻑のための環境づくり
◆ものづくり 関連産業、⾷品関連産業、バイオ・ライフサイエンス関連産業及び IT・エ

レクトロニ クス関連産業のほか、雇⽤創出効果の⼤きな業種・施設を中⼼に誘致活動
を⾏う
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２. 区域区分の考え⽅の整理
１）都市計画運⽤指針
２）千葉県都市計画⾒直しの基本⽅針

11
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１）都市計画運⽤指針（R4年4⽉）

以下の3点から⾏うことが望ましい。
■区域区分の考え⽅

1) 市街地の拡⼤・縮⼩の可能性
・⼈⼝及び産業の動向及び必要な都市的⼟地利⽤の需要の適切な⾒通し、市街地

内の⼟地利⽤の現況、既存インフラの活⽤可能性等を総合的に勘案して検討
・市街地が拡⼤傾向にある地域等は、周辺の⼟地を⼤量に都市的⼟地利⽤に転換

せざるを得ない状況が⽣じる可能性が⾼いかどうかを考慮

２) 良好な環境を有する市街地の形成
・まとまりのある良好な市街地を形成するため、都市的⼟地利⽤の拡散を制限

する必要があるか否か、必要な場合、⼟地区画整理事業等の事業の実施あるい
は地域地区や地区計画による規制・誘導のみで⾜りるかを検討

３) 緑地等⾃然的環境の整備⼜は保全への配慮
・市街地の縁辺部や外部に、緑地や⾃然資源が存する場合、⼟地利⽤の保全が、

都市計画としても積極的に意義を⾒いだせるものであるかを考慮
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１）都市計画運⽤指針（R4年4⽉）
■市街化区域の規模要件
既成市街地周辺部と
して市街化編⼊する

区域

・既成市街地に連続している
・現に相当程度宅地化している区域
・概ね10年で既成市街地になることが⾒込まれる

既成市街地と
連続する新市街地

・⼟地区画整理事業の着⼿が確実である区域
・地⽅公共団体や⺠間開発事業者の計画開発事業が確実な区域
・幹線道路の沿道で基盤整備が⾏われ、計画的な市街化が

確実と⾒込まれる区域

既成市街地と
連続しない新市街地

（⾶び地）

・概ね50ha以上
・周辺における農業等の⼟地利⽤に⽀障のない区域

以下の場合、20ha以上を⽬途として市街化区域を設定可能
・IC、新駅、⼤学等の公共公益施設と⼀体となって計画的に整備される

住居、⼯業、研究業務、流通業務等の適地
・効率的な⼯業⽣産、環境保全を図る必要がある場合の⼯場適地
・計画的市街地整備が確実に⾏われる区域

鉄道既存駅周辺、温泉その他の観光資源の周辺の既成市街地
役場、旧役場周辺の既成市街地
⼈⼝減少や産業停滞等により活性化が特に必要な地域
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２）千葉県都市計画⾒直しの基本⽅針（H26年7⽉）
■市街化区域への編⼊の考え⽅
１）新たな住宅地開発を⽬的とした市街化区域への編⼊は、原則として⾏わない。

２）市街化区域への編⼊は、県・市町村の上位計画に整合し、かつ以下の場合
などに限り、市街地整備の計画が具体化している必要最⼩限の区域について、
⾏うことができる。

・ 駅徒歩圏や地域拠点などにおいて、公共公益施設、商業施設等の⽴地や
住宅地の形成など都市構造の集約化を図る必要がある場合

・ 新たな広域道路等の整備に合わせ、その沿道等において、地域振興に資する
⼯業団地や物流基地などを誘導する必要がある場合

３）良好な市街地環境の整備・保全を図るため、既定の市街化区域に接する既存
の市街地や集落地等を市街化区域に編⼊しようとする場合には、その必要性、
既定の市街化区域内の整備状況、地区計画の導⼊等を⼗分に勘案した上で、
必要な⾒直しを⾏う。

４）計画的な市街地整備を⾏うものとして、市街化区域に編⼊しようとする地区
は、即時編⼊にこだわることなく、保留⼈⼝フレーム制度を活⽤する。
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３. 近隣市の状況
１）都市計画図
２）⼟地利⽤⽅針図
３）⼟地利⽤現況（H28）
４）地形
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１）都市計画図

16

松⼾市

柏市

市川市

鎌ケ⾕市

流⼭市
本市の市街化調整区域は、隣

接市も含めて、市街化区域に
囲まれた区域が複数あり、ま
た、近隣市の⽤途地域と連坦
している区域も多い。

北千葉道路の沿道の多くは、
本市・市川市・鎌ケ⾕市の市
街化調整区域にまたがって分
布しており、周辺地域と⼟地
利⽤の調和が重要である。

北千葉道路
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２）⼟地利⽤⽅針図

柏市

市
川
市

流
⼭
市

松⼾市
鎌ケ⾕市
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２）⼟地利⽤⽅針図
流⼭市

②前ケ崎地区
（幸⽥地区との連坦部分）

①⽊地区
（旭町地区との隣接部分）

①⽊地区【市街化区域】
（旭町地区との隣接部分）
・良質な住宅地の保全及び誘導

②前ケ崎地区【市街化調整区域】
（幸⽥地区との連坦部分）
・坂川及び富⼠川沿いは、⾃然環境

を保全
・思井〜芝崎、古間⽊〜野々下地区

の緑は、連続性のある特徴的な緑
として⼀体的に保全

■流⼭市（R2.3流⼭市都市計画マスタープラン）

松⼾市

松⼾市

流⼭市

旭町地区

幸⽥地区
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２）⼟地利⽤⽅針図
■鎌ケ⾕市（H15.3鎌ケ⾕市都市計画マスタープラン）

松⼾市 鎌ケ⾕市

②⻄部地区（南側）
（串崎新⽥地区との連坦部分）

①⻄部地区（北側）
（六実地区との連坦部分）

松⼾市

鎌ヶ⾕市串崎新⽥
地区

六実地区

①⻄部地区(北側)
【市街化調整区域】
（六実地区との連坦部分）

・優良な農地空間の保全
（緑住ゾーン）

②⻄部地区(南側)
【市街化調整区域】

（串崎新⽥地区との連坦部分）
・優良な農地空間の保全（緑住ゾーン）
・北千葉鎌ケ⾕線（北千葉道路）沿線

→市⺠⽣活に必要な施設⽴地の検討、
⾃然環境と調和した良好な環境形成
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２）⼟地利⽤⽅針図

③北⻄部地域(⻄側)
【市街化調整区域】

（⽮切地区との連坦部分）
・斜⾯緑地等、良好な⾃然環境の保全
・良好な⽔辺空間としての活⽤

①堀之内地区
【市街化調整区域、⼀部市街化区域】
（⼤橋・和名ケ⾕、紙敷地区との連坦部分）

・⼀定の条件により住宅開発を誘導

■市川市（H29.6市街化調整区域の⼟地利⽤⽅針）
松⼾市

市川市

②国分川調整池周辺地区
【市街化調整区域】
（紙敷地区との連坦部分）

・将来にわたり緑地・農地を保全

松⼾市

市川市

⽮切
地区

⼤橋・
和名ケ⾕地区

②国分川調整池周辺
地区（⼤橋・和名ケ⾕

地区、紙敷地区との連坦
部分）

③北⻄部地域
（⽮切地区との連坦部分）

①堀之内地区
（⼤橋・和名ケ⾕地
区、紙敷地区との連
坦部分）
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松⼾市

21

２）⼟地利⽤⽅針図
■市川市（H29.6市街化調整区域の⼟地利⽤⽅針）

市川市

④⼤町、⼤野町、柏井町地区
【市街化調整区域】

（⾼塚新⽥地区との連坦部分）
・将来にわたり緑地・農地を保全

松⼾市

市川市

④⼤町、⼤野町、柏井町地区
（⾼塚新⽥地区との連坦、および紙
敷地区との連坦部分）
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南部2地区
【市街化区域、⼀部市街化調整区域】
（根⽊内地区との隣接部分）
・安⼼で快適な住環境の創出

（⼀般住宅地）
・市街化区域と連携した都市機能の維持

（⽥園集落地域）

22

２）⼟地利⽤⽅針図

南部１地区【市街化区域】
（⾦ケ作地区との隣接部分）
・快適な住環境の確保、

良好な住環境の維持
（⼀般住宅地・低層住宅地）

■柏市（H30.4柏市都市計画マスタープラン）

松⼾市 柏市

南部1地区
（⾦ケ作地区との隣接部分）

松⼾市

柏市

⾦ケ作地区

南部2地区
（根⽊内地区との隣接部分）根⽊内地区
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※ 調整⽤ページ ※
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３）⼟地利⽤現況（H28）
市境において、⾃然的⼟地利⽤と

都市的⼟地利⽤が接していたり、
⽥畑が⼀体的に広がる等、様々な
⼟地利⽤が⾒られる

北千葉道路の沿道では、本市・市
川市・鎌ケ⾕市にまたがって農地
と住宅⽤地が分布

北千葉道路

■松⼾市の⼟地利⽤現況
項⽬ 割合

⽥ 1.1%
畑 10.6%
採草放牧地 0.0%
荒れ地、耕作放棄地、低湿地 0.8%
⼭林 2.5%
河川、⽔⾯、⽔路 2.3%
海浜、河川敷 0.4%
住宅⽤地 33.8%
商業⽤地 7.5%
⼯業⽤地 2.8%
運輸施設⽤地 0.9%
公共⽤地 1.4%
⽂教・厚⽣⽤地 5.6%
オープン施設⽤地 7.0%
その他の空き地、未舗装地 0.8%
⽤途改変中⼟地 0.5%
屋外利⽤地 5.1%
防衛⽤地 0.2%
道路⽤地 15.3%
鉄道 1.4%
合計 100.0%
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４）地形
本市の地形は、東側が標⾼25ｍから

30ｍ前後の台地と、⻄側が江⼾川沿
いの標⾼４ｍ前後の低地からなって
おり、その境に斜⾯林が形成され、
本市の特徴となっている。

■地形

• 幸⽥地区
• 根⽊内地区
• 旭町地区
• ⽮切地区
• 五⾹⻄地区
• ⼤橋・和名ケ⾕地区
• 紙敷地区

• 千駄堀地区
• ⾦ケ作地区
• 六実地区
• 串崎新⽥地区
• ⾼塚新⽥地区

低地部： 台地部：

市街化調整区域の位置と地形の関係

江⼾川、坂川、国分川等の川沿いに
⽐較的多く市街化調整区域が分布している。
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４. 市街化調整区域の⼟地利⽤状況
１）市街化調整区域の⼟地利⽤構成
２）開発許可条件
３）開発動向

26
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1.9%
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１）市街化調整区域の⼟地利⽤構成

資料︓市資料

 令和3年の市街化調整区域の⼟地利⽤構成⽐では、畑（25.1％）が最も多く、次いで、住宅
⽤地（8.8％）、⽂教、厚⽣⽤地（7.5％）、河川、河川敷等（6.8％）、⼭林（5.3％）、商
業⽤地（4.2％）の順に多くなっている。

 近年の市街化調整区域の⼟地利⽤を⽐較すると、⽥や畑、⼭林などの⾃然的⼟地利⽤は減
少している。また、住宅⽤地については、⼤きな変動は⾒られない。

荒地

山林

河川、河川敷 等

住宅用地

商業用地

工業用地

文教、厚生用地（社会福祉施設、病院 等）

屋外利用地（駐車場、資材置場 等）

公共用地（浄水場 等）

その他の都市的土地利用（公園、広場、道路 等）

畑

田

市街化調整区域の⼟地利⽤構成⽐
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都市計画法 内容
１号 周辺の地域において居住している者が利⽤するための公益上必要な建築物及びこれらの者の⽇常⽣活に必要な店舗等
２号 鉱物資源、観光資源の有効利⽤のための建築物等
３号 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の⽤に供する建築物⼜は第⼀種特定⼯作物
４号 農業・林業・漁業のための建築物等

５号 特定農村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の規定に基づき、所有権移転等促進計画で設定され、⼜は
移転された同法の権利に係る⼟地において、所有権移転等促進計画に定める利⽤⽬的上の施設

６号 都道府県が国⼜は独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構と⼀体となって助成する中⼩企業の事業の共同化⼜は集団化のための開発⾏為
７号 市街化調整区域内の既存⼯場と密接に関連する建築物等
８号 危険物の貯蔵・処理に供する建築物
９号 道路管理施設、ドライブイン、給油所／⽕薬類の製造所
１０号 市街化調整区域内の地区計画に定められたもの

１１号 市街化区域に隣接・近接し、概ね50以上の建築物が連たんする区域のうち、関係権利者からの申し出に基づき市⻑が指定した区域での開
発⾏為

１２号

市街化を促進する恐れがなく、市街化区域内での実施が困難⼜は不適当な開発⾏為のうち、条例で定めるもの
・線引き前から所有する⼟地で、親族が新たに建築する⾃⼰⽤の専⽤住宅
・既存集落内の⼟地のうち、線引き前から所有する⼟地で建築する⾃⼰⽤の専⽤住宅
・適法に建築された専⽤住宅の増築・改築等
・線引き前に建築物の建築を⽬的として造成され、かつ給⽔施設・排⽔施設等が整備されている⼟地で建築する⾃⼰⽤の専⽤住宅
・線引き前から既に宅地である⼟地での、所定の⽤途の建築物 等

１３号 線引き⽇時点において当該⼟地の権利を有しており、線引き⽇から6か⽉以内に届出されかつ5年以内に⾏われる開発⾏為で、⾃⼰の居住
若しくは業務の⽤に供する建築物

１４号 上記以外で市街化を促進する恐れがなく、開発審査会の議を経たもの

28

■法34条⽴地基準の主な内容

２）開発許可条件
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３）開発動向

資料︓建築動態調査

建築着⼯動向の推移を⾒ると、市街化調整区域では全体的に件数が少ないもの
の、紙敷地区、⾦ケ作地区、六実地区等で住宅の建築が⾒られる。

①建築着⼯動向（H28〜R2）



3030

建築着⼯動向（件数）の推移

資料︓建築動態調査

市街化調整区域では、年間50〜70件程度で推移しており、市街化区域の２〜
５％程度と⼤幅に少ない。内訳は、住宅系が⼤部分を占める。

1948 
1807 1829 

1508 
1341 

38 
40 34 

25 

24 

17 
16 14 

15 

11 

21 
18 17 

13 

11 

計 2024
計 1881 計 1894

計 1561

計 1387

0

500

1000

1500

2000

2500

H28 H29 H30 R1 R2

住宅系 商業・業務系 産業系 その他

（棟）

64

41

96

54

26

1

6

3

3

1

1

1

1

5

2

3

1

計 70

計 50

計 103

計 57

計 29

0

20

40

60

80

100

120

H28 H29 H30 R1 R2

住宅系 商業・業務系 産業系 その他

（棟）

■市街化区域 ■市街化調整区域

３）開発動向
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５. 取り巻く環境の変化・市の取り組み
１）みどり資源
２）みどりの現状・施策
３）農業の現状・施策
４）災害ハザードエリアでの開発の厳格化
５）洪⽔浸⽔想定区域の公表
６）内⽔ハザードマップの公表
７）⼟砂災害警戒区域等
８）都市計画道路の整備状況
９）北千葉道路の新規事業化
10）東京外かく環状道路の開通
11）産業の現状・施策

31
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１）みどり資源
市街化調整区域のうち、⽮切地区、幸⽥地区では斜⾯林を⾒ることができるほか、

21世紀の森と広場や千駄堀地区、⾦ケ作地区などには樹林地が残されている。
旭町地区、⽮切地区等では、まとまった農地が残されている。

幸⽥の斜⾯林と農地

■農地・緑地や斜⾯林

資料︓都市計画基礎調査、松⼾市みどりの
基本計画、まつど森ずかん

⽮切・栗⼭の斜⾯林
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２）みどりの現状・施策
①みどりの現状

◆市内の緑被率、⼭林⾯積の推移は減少傾向となっている。

資料︓松⼾市みどりの基本計画

資料︓都市計画審議会資料

■⼭林⾯積の推移 ■特別保全樹林・保全樹林・保護樹⽊の推移

24.5% 22.6%

66.6% 65.2%

36.1% 34.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Ｈ17 Ｈ27

市街化区域緑被率 市街化調整区域緑被率
市全域緑被率

（年度）

■緑被率の推移

70

90

110

130

0

200,000

400,000

600,000

800,000

元 １

特別保全樹林地区(㎡)

1,000,000 (㎡) (本)

保全樹林地区(㎡)

保護樹⽊(本)

H１ 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 R１
（年）
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〇樹林地等の保全
特別緑地保全地区の指定

（特別緑地保全地区の指定対象の拡⼤の検討）

緑地管理協定の締結
（市が所有者にかわって越境枝の切除や枯損⽊の伐採などの維持官営を⾏う協定を締結）

保全樹林地区・特別保全樹林地区の指定
（樹林地の減少に⻭⽌めをかけるため、保全樹林地区の指定に努める）
市⺠緑地制度の活⽤
⾥やま保全活動の推進、オープンフォレストの継続・拡充

■囲い⼭の森（⾦ケ作）■オープンフォレスト（森を⽣かした活動）

２）みどりの現状・施策
②みどりの施策
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３）農業の現状・施策
①農業の現状
◆近隣市と⽐較して、耕地⾯積に対する農業産出額が⾼い⾼付加価値な農業経営

を⾏っている。
◆市内の農地のうち、約７割が市街化調整区域に存在している。
◆農業従事者の⾼齢化や後継者不⾜などの理由により、農地⾯積の減少が続いて

いる。
■耕地⾯積あたりの農業産出額

資料︓市資料

（万円/ha）（億円）

64.4

103.5

42.6

103.4870

841
801

401

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

0

20

40

60

80

100

120

松⼾市 船橋市 市川市 柏市

H28農業産出額 耕地⾯積1ha当たりの農業産出額

■農地⾯積の推移

■市街化区域内農地⾯積の推移

■⼟地利⽤（農地）の状況
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〇都市農地の保全
各種法制度を活⽤した市街化区域内農地の保全や有効活⽤

（各種法制度：⽣産緑地制度、都市農地の貸借円滑化法 等）

市街化調整区域の農地の利⽤の促進と保全
（例：農地銀⾏の活⽤による新規の農⽤地賃借の推進、農地パトロールの実施 等）

地産地消や農産物のブランド化の推進
（例：⽮切ねぎ、あじさいねぎ、まつどの梨、松⼾えだまめ 等）
農と触れ合う場の増加を⽬的とした、市⺠農園や体験農園の利⽤促進

（例：体験型・観光型オーナー農園の実施、観光農園の収穫体験の参加者募集協⼒ 等）

■市内の農地 ■体験型オーナー農園

３）農業の現状・施策
②農業の施策



3737

近年頻発・激甚化する⾃然災害に対応するため、都市計画法改正（令和４年４⽉
１⽇施⾏）により災害ハザードエリアでの開発が厳格化

災害レッドゾーンでは、住宅等に加え、⾃⼰の業務⽤施設の開発を原則禁⽌
浸⽔ハザードエリア等は、市街化調整区域における住宅等の開発許可の厳格化

４）災害ハザードエリアでの開発の厳格化

資料︓国⼟交通省資料

■災害レッドゾーン

■災害イエローゾーン

資料︓千葉県ホームページ
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５）洪⽔浸⽔想定区域の公表
江⼾川、中⼩河川（坂川・坂川放⽔路・新坂川・利根運河・真間川）については、

年超過確率1/1000程度とされる想定最⼤規模での浸⽔想定区域が公表されている。
⽮切地区、旭町地区、幸⽥地区等で、浸⽔深５m以上の区域が多く⾒られる。

■江⼾川洪⽔浸⽔想定区域 ■中⼩河川洪⽔浸⽔想定区域

資料︓松⼾市ハザードマップ

⽮切地区

旭町地区

⽮切地区

旭町地区

幸⽥地区 幸⽥地区
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■内⽔氾濫浸⽔想定図

松⼾市では内⽔ハザードマップが公表されている。
市街化調整区域では、⽮切地区、⾦ケ作地区、五⾹⻄地区、紙敷地区等で、

浸⽔0.5ｍ未満の区域が⾒られる。

資料︓松⼾市内⽔ハザード
マップ（71mm/h）

⽮切地区

⾦ケ作地区

五⾹⻄地区

紙敷地区

６）内⽔ハザードマップの公表
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令和４年６⽉現在、７３か所が⼟砂災害防⽌法による⼟砂災害警戒区域に指定さ
れ、うち６９箇所が⼟砂災害特別警戒区域

急傾斜地崩壊危険区域は８箇所が指定

７）⼟砂災害警戒区域等

資料︓ちば情報マップ

資料︓千葉県ホームページ

■急傾斜地崩壊危険区域

40
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８）都市計画道路の整備状況

資料︓市資料（令和4年3⽉時点）

市内の都市計画道路の整備率
は、令和2年度末時点で
約60％となっており、県内
の平均整備率（R3年3⽉時点で
約57％）より⾼くなっている。

市街化調整区域では、
横須賀紙敷線など事業中の
路線もあるが、未整備の
路線も多く⾒られる。



4242

９）北千葉道路の新規事業化
北千葉道路の未開通区間である市川市〜鎌ケ⾕市間の約9kmでは、早期事業化に

向けて国・県、沿線市による検討が進められており、うち市川・松⼾の3.5kmに
ついて、令和3年度新規事業化が決定。

北千葉道路の整備により、松⼾の広域交通の利便性はさらに向上する。
■位置図 ■整備区間

資料：千葉県資料
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都⼼から半径約15kmの地域を結ぶ、全体延⻑約
85kmの幹線道路であり、⾸都圏の交通混雑の緩
和と都市間の円滑な交通ネットワークの実現を
⽬的としている。

平成30年6⽉2⽇に、三郷南IC〜⾼⾕JCTの区間
が開通されたことにより、外環の約6割が完成
し、4つの放射道路が接続した。これにより、千
葉湾岸エリアから関東各地に、都⼼を通ること
なくアクセス可能となった。

全体図

標準断⾯図

出典：千葉県HP

10）東京外かく環状道路の開通
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11）産業の現状・施策
①産業の現状
製造業の事業所数、従業者数、製造品出荷額は減少傾向にある。
近隣市との⽐較では、１ヘクタールあたりの製造品出荷額、付加価値額ともに松

⼾市は⾼⽔準で、少ない産業⽤地の中で効率的に⽣産が⾏われている。
■製造業指標の推移
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資料︓松⼾市統計書

■製造品出荷額と付加価値額における周辺都市との比較

＜各市の主な製造品出荷＞

松⼾市︓⾷料品、⾦属製品、プラスチック
船橋市︓⾷料品、飲料・たばこ、鉄鋼
市川市︓鉄鋼、⽯油製品・⽯炭
柏 市︓⾷料品、⽣産⽤機械、⾦属製品

資料︓2020年⼯業統計調査
令和2年都市計画現況調査
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⼯業団地には纏まった産業⽤地の空きが少なく、新たな産業の誘致が困難。
市内⼯業団地の⼟地利⽤として、物流施設への転換が図られている傾向がある。
東京外かく環状道路松⼾ICの開通などを背景に、⼯業地地価は上昇傾向にある。

■北松⼾⼯業団地の建物⽤途（R3）

■松⾶台⼯業団地の建物⽤途（R3）

資料︓都市計画基礎調査（R3）

②⼯業団地に空きが少ない

■⼯業団地における⽴地状況

16%

7%

19%55%

3%

⼯場の新規⽴地
事業所の新規⽴地
市内企業の再投資
物流施設の新規⽴地
その他

※平成１５年以降で
確認がとれた３１
件を対象に整理

■⼯業地地価推移
ここ数年毎年10％前後の伸び

資料︓市資料

■稔台⼯業団地の建物⽤途（R3）
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③産業の施策

〇広域交通ネットワークを⽣かした新たな産業⽴地の検討
北千葉道路沿道地域等における成⻑産業・先端産業等の⽴地誘導の可能性を検討

（産業⽤地創出についての検討、産業⽤地活⽤可能性に関する調査実施）

〇既存⼯業団地の維持・充実
新規⽴地企業への⽀援
（企業⽴地促進補助⾦、中⼩企業等経営強化法・地域未来投資促進法を活⽤した税制優遇）

⼯業エリア（遊休地等）の有効活⽤
（企業⽴地促進産業⽤地承継奨励⾦、中⼩企業等経営強化法・地域未来投資促進法を活⽤した税制優遇）

既存⼯場の⽣産性向上のための⽀援
（上記施策に加えて、中⼩企業設備投資補助⾦）

雇⽤に対する⽀援
（企業⽴地促進補助⾦、市内企業と求職者

のマッチングを図るため、合同企業説明会開催）
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６. 市⺠アンケート調査
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アンケート調査概要
⽬的 市街化調整区域の⼟地利⽤⽅針の検討にあたり、市⺠が考える市街

化調整区域の現状認識や課題点等を把握

時期 8〜9⽉の調査実施
（郵送配布・郵送⼜はWEB回答）

対象者 市街化区域住⺠ 1,500名
市街化調整区域住⺠ 1,500名

調査項⽬
（案）

（１）市街化調整区域の現状等（市街化調整区域の⼟地利⽤や建物
利⽤の制限内容、好ましい点・問題点 等）

（２）市街化調整区域の今後のまちづくりについて（⼟地利⽤の⽅
向性 等）
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 あなたの職業は次のどれに当てはまりますか。（会社員、農家、⾃営業、学⽣ 等）
 あなたのお住まいの地域は次のどれに当てはまりますか。

（1.市街化区域 2.市街化調整区域（①旭町地区 ②幸⽥地区 ③根⽊内地区 等））
 現在お住まいの地域に今後も住み続けたいと思いますか。

 「市街化区域」と「市街化調整区域」に分かれていることをご存知ですか。
 市街化調整区域の⼟地利⽤や建物利⽤の制限内容についてご存知ですか。
 現状の⼟地利⽤についてどのようにお考えですか。
 どのような点が好ましいとお考えですか。
 どのような点に問題・課題があるとお考えですか。

２. 市街化調整区域の現状について

 今後の⼟地利⽤のあり⽅として、どのような⽅向性が望ましいと思いますか。
 まとまった農地や⼭林が⾒られるエリアについて、どのような⼟地利⽤が望ましいとお考えで

すか。
 広域交通のアクセス性の⾼いエリアについて、どのような⼟地利⽤が望ましいとお考えです

か。
 鉄道駅周辺（徒歩圏内）のエリアについて、どのような⼟地利⽤が望ましいとお考えですか。

３. 市街化調整区域の今後のまちづくりについて

１. 回答者ご⾃⾝について
主な設問（案）
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７. 企業ヒアリング
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企業ヒアリングの実施概要

⽬的
市街化調整区域の⼟地利⽤⽅針の検討にあたり、企業から⾒た本市の都
市農業の発展に寄与する有効な施策や、住宅・商業・産業系等の⽴地ポ
テンシャルや具体の進出可能性等を把握

時期 11⽉の調査実施（対⾯によるヒアリング調査）を予定

対象者

市内や周辺地域で事業実績がある、⼜は市街化調整区域において事業実
績のある企業等を中⼼に10社程度を想定
①農業系
②流通・業務系、製造業系企業
③住宅系・商業系企業

調査
項⽬

（案）

（１）松⼾市の魅⼒（松⼾市の魅⼒、交通アクセス条件の評価 等）
（２）市街化調整区域内の有効な農業施策や施設⽴地の可能性

(⽴地評価、進出ニーズ、まちづくりに係る意⾒、アドバイス 等)
（３）望ましい⾏政⽀援


